
定 例 会 議 フレックスタイム制及び自己啓発等休業・修学 令和７年12月３日 

資 料 部分休業の導入について 警 務 課

１　フレックスタイム制の導入について 

　　ワークライフバランスの実現、公務能率の向上につなげることを目的とし、総勤

 　務時間数は変更せず、一日あたりの勤務時間数を調整する勤務制度

  (1)　対象職員

　　　育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員、会計年度任用職員及び交替制勤

 　　務職員を除く職員

  (2)　勤務対象時間

　　　５時から22時までとし、10時から15時の休憩時間除く４時間をコアタイム（勤

 　　務しなければならない時間）として設定。最短勤務時間は４時間とする。

  (3)　取得期間

 　　ア　育児又は介護を行う職員は１週間から４週間の範囲で選択

 　　イ　ア以外の職員は４週間

  (4)　施行期日

 　　　令和８年４月１日から段階的に導入予定

  　　 初年度の対象者は、育児又は介護を行う職員
 　　　　

２　自己啓発等休業及び修学部分休業の導入について 

　　公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員の公務に関する能力向上

　のための修学や国際貢献活動を行うことができる休業制度 

  (1)  対象職員

       職員としての在職期間が２年以上の者

  (2)  申請事由

 　　ア　自己啓発等休業

 　　　　大学等における課程の履修又は国際貢献活動への従事

 　　イ　修学部分休業

 　　　　大学等における修学

  (3)　休業期間

 　　ア　自己啓発等休業

 　　　　大学等での修学が２年、国際貢献活動が３年を超えない範囲内で連続した期間

 　　イ　修学部分休業

 　　　　２年の期間内で、１週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲

  (4)  施行期日

 　　　令和８年４月１日　
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① フレックスタイム制の導入により、職員のより柔軟な働き方を可能とし、職員一人一人の能力を発揮できる環境の整備、ワーク・ライフ・バランスの実現、
健康確保を通じた公務職場の魅力向上のほか、公務能率の向上や希望・事情に応じた働き方をより一層可能とすることで多様な人材確保につなげる。

② 職員は、１週間あたりの勤務時間を38時間45分となるよう各日の勤務時間を割り振ることができることとし、合わせて、１週間に１日を限度として週休日のほかに
勤務時間を割り振らない日を設定することで、実質的な週休３日を可能とする。

概 要

活用事例

①令和８年４月１日 ②令和９年４月１日

施行日

①育児または介護を
行う職員（※）

②全職員（※）

取得期間 １～４週間 ４週間

勤務対象時間 ５時～22時

最短勤務時間数 ４時間

コアタイム 10時～15時

休憩時間 原則12時～13時

勤務しない日の設定
１週間に１日を限度として、週休日のほかに

勤務時間を割り振らない日を設定することができる

申告単位 15分

制度内容
※育児短時間勤務職員、定年前再任用短時間勤務職員（暫定再
任用短時間勤務職員を含む）、会計年度任用職員及び変則勤務等
の業務の性質上特定の時間に勤務することを要する職員は除く

月

火

水

木

金

月

火

水 （勤務時間を割り振らない日)

木

金

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1時間短縮 45分短縮

1時間短縮 45分短縮

2時間半延長 45分短縮

1時間短縮 2時間45分延長

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2時間半延長

1時間半延長 45分短縮

2時間半延長 45分短縮

2時間45分延長

用事を済ませてから
遅めに出勤

子どものお迎えのため
早めに退勤

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一部改正（フレックスタイム制の導入）について R7.12 議会
行政管理課

コアタイム

夕方に会議があるため
勤務時間を遅めに設定

勤務を割り振らない日を設定して育
児、介護やリフレッシュに活用



令和８年４月１日（申請手続については規則で定める日から可能とする。）

高知県職員の自己啓発等休業に関する条例 及び
高知県職員の修学部分休業に関する条例の新設について

概要 ・ 地方公務員法の規定に基づき、大学等における修学や国際貢献活動のために一定の期間内で休業することを

認める制度を導入し、職員の主体的な学びを通したキャリア形成を支援するもの

・ 職員にリスキリングや国際協力の機会を提供する柔軟な仕組みづくりを行うほか、魅力ある職場環境づくり
に取り組むことで、人材確保や離職防止につなげる

令和７年12月議会
行政管理課

大学等における修学
（１）制度の対象

（２）取得期間
２年の期間内

（３）取得単位
１週間当たりの勤務時間の２分の１を超えない範囲で、
５分単位

（４）給与
勤務しない１時間につき勤務時間１時間当たりの
給与額を減額

（５）退職手当
影響しない

２．修学部分休業

■ 大学院の研究科において農業分野について学ぶカリキュラムを履修

（週に１、２回、２年間で100日程度の授業に出席等）

取得事例

１．自己啓発等休業

大学等の課程の履修又は国際貢献活動

（１）制度の対象

（２）取得期間
大学等への修学
国際貢献活動

（３）取得単位
連続する期間で、日単位

（４）給与

支給しない
（５）退職手当

在職期間から除算

■ 大学で公共政策分野について学ぶため、社会人入学で２年間の
課程を履修

■ 開発途上国での課題解決に貢献するJICA海外協力隊の活動に
２年半従事

取得事例

：２年を超えない範囲内
：３年を超えない範囲内

、１．自己啓発等休業

３．施行期日



定 例 会 議 
令和７年度留置施設等実地監査の実施結果について

 令和７年12月３日 

資 料 留 置 管 理 課

１　実施時期及び実施対象 

(1)　令和７年６月３日（火）から同年８月19日（火）までの間 

 (2)　本部直轄３留置施設及び県下12署

 

 

２　監査項目 

 (1)　留置施設の管理運営に関すること

 (2)　被留置者の処遇に関すること

 

 

３　指導状況 

　監査において要指導に該当した事項については、その場で留置主任官及び留置担

 当官に指導・指摘を行い、可能なものは適切な対応に変更させた。

 

 

４　結果の通知 

 監査結果については、全対象所属の評価等を取りまとめた上で、各所属に通知した。
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定 例 会 議 
マ イ ナ 免 許 証 の 普 及 状 況 等 に つ い て

 令和７年12月３日 

資 料 免 許 セ ン タ ー

１　マイナ免許証の概要 

 　 マイナンバーカードのICチップに特定免許情報を記録することにより、運転免許

　証として利用することができるもの。 

　　マイナ免許証の特徴として、マイナポータルと連携することにより、免許更新時

 　の講習をオンラインで受講できるなどのメリットがある。

       

２　マイナ免許証の普及状況（10月末現在） 

  (1)　県内のマイナ免許証保有者数

 　　　9,086人（マイナ免許証のみ2,785人、２枚持ち6,301人）

  (2)　免許更新者数に占める割合

　　　免許更新者のうち約13.0％がマイナ免許証を申請 

　　　（マイナ免許証のみ約4.2％、２枚持ち約8.8％） 

 (3)　新規免許取得者数に占める割合 

　　　新規免許取得者のうち約7.6％がマイナ免許証を申請 

　　　（マイナ免許証のみ約0.7％、２枚持ち約6.9％） 

 　

３　マイナンバーカード更新時の免許情報の引継ぎ 

  (1)　改善点

　　　本年９月１日から、マイナ免許証の保有者がマイナンバーカードを更新する際、

　　新たに交付されるマイナンバーカードへ自動的に特定免許情報が引き継がれ、マ

 　　イナ免許証として継続利用できることとなった。

  (2)　注意点

 　　ア　申請方法

 　　    個人番号カードオンライン申請サイトから申請しなければ引き継がれない。

 　　イ　申請理由

　　　　マイナンバーカードの有効期間が満了する日までの期間が３か月未満となっ

　　　たこと又は追記欄の余白がなくなったことに限る。 

　　ウ　住所や氏名に署名用電子証明書で利用できない文字が含まれている場合等 

　　　　特定免許情報が引き継がれない。 

 　 エ　再記録の手続 

　　　　特定免許情報が引き継がれなかった場合、これをマイナ免許証として利用す

　　　るには、再度、免許センター等で記録手続が必要。 

　　　※　特定免許情報が引き継がれていないマイナンバーカードのみを携帯して自

 　　　　動車等を運転した場合、免許証不携帯違反となる。
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